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第8条

（会員資格の喪失）

1.会員は以下の各号に該当する場合には、本カードの会員資格を喪失す
るものとします。なお、本カードの会員資格喪失および会員資格喪失に伴
うPASMOオートチャージサービス（以下、「オートチャージサービス」とい
う。）の退会による会員の損害に対し、3社はその責めを負いません。

（会員資格の喪失）

1.会員は以下の各号に該当する場合には、本カードの会員資格を喪失す
るものとします。

現行赤字部分の削除


